
第��号議案

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部

を次のように改正する。

第�条中「教頭」の次に「、主幹教諭」を加える。

第��条の�第�項中「����		円」を「
�			円」に改める。

第��条の�第�項中「教頭」の次に「、主幹教諭」を、「を担任する」の次に

「主幹教諭又は」を加える。

第��条の第�項中「限る。）」の次に「、主幹教諭（本務として定時制の課

程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制

の課程における教育若しくは通信制の課程における教育に従事する者に限

る。）」を加え、同項第�号中「整理する者」の次に「、主幹教諭のうち本務と

して定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制の課程

における教育に従事する者」を加え、同項第�号中「整理する者」の次に「、主

幹教諭のうち本務として通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務

として通信制の課程における教育に従事する者」を加える。

別表第�を次のように改める。
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別表第�（第�条関係）

高等学校等教育職給料表
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教育職

員の区

分

職務

の級
�級 �級 特�級 �級 �級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
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備考 この表の適用を受ける教育職員でその職務の級が�級であるものの給料月額は、この表の額に�����円をそ

れぞれ加算した額とする。



別表第�中第�号を第�号とし、第�号を第�号とし、第�号の次に次の�号

を加える。

� 特�級 高等学校又は特別支援学校の主幹教諭の職務

附 則

（施行期日）

� この条例は、平成��年�月�日から施行する。

（職務の級及び号給の切替え）

� この条例の施行の日における教育職員の職務の級及び号給の切替えは、この

条例による改正後の県立学校の教育職員の給与に関する条例別表第�に規定す

る職務の級（特�級を除く。）及び号給をこの条例による改正前の県立学校の

教育職員の給与に関する条例別表第�に規定する当該職務の級及び号給と同一

のものとみなして行う。

（教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正）

� 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和�	年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「の給料表の�級若しくは�級」を削り、「若しくは特�

級」を「又は特�級」に改める。
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